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本文中の用語の解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１））））食育食育食育食育（（（（そのそのそのその１１１１））））    食育基本法の中では、①生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの ②様々な体験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることと定義しています。  食育食育食育食育（（（（そのそのそのその２２２２））））    日本栄養士会では、「食べることの意味を理解し、一人一人が自立的に食生活を営む力を育てることや、それを実現しやすい食環境づくり、それらを支援・推進するネットワークづくり」と定義しています。  また、「人々がそれぞれの生活の質と環境の質のよりよい共生につながるように、食の営みの全体像を理解し、実践できる力を育てること、並びにそれを実現しやすい食環境を育てるプロセスのこと」（足立己幸、衛藤久美：食育に期待されること、栄養学雑誌 63,4,201-212(2005)）と定義する人もいます。     ２２２２））））食事食事食事食事バランスガイドバランスガイドバランスガイドバランスガイド    平成１７年６月に、「食生活指針」を具体的な行動に移すためのものとして、厚生労働省と 農林水産省が策定したもの。望ましい食事のとり方やおおよその量が分かりやすくイラスト で示されています。                  ～食育推進基本計画 参考資料集～  ３３３３））））食食食食べるべるべるべる知恵知恵知恵知恵    適量を食べる、食事のリズムをもつ、食事づくりや準備に関わりそれを理解する、歯と口の健康について理解するなど、単に栄養素の知識だけでなく、食材について、調理について、食習慣や食事行動についてなど食に関する様々な知識や能力も含めて広くとらえ、「食べる知恵」としました。  ４４４４））））感謝感謝感謝感謝のののの心心心心    生きていく上で食べることは欠かせない営みであり、動植物に命をいただき、私たちの命につないでいます。また、様々な過程、人の関わりを経て、私たちは食べることができます。このことに感謝し、食事のあいさつ「いただきます・ごちそうさま」につながっています。  ５５５５））））「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」    基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの資質や能力をいいます。 
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６６６６））））食農食農食農食農・・・・食漁食漁食漁食漁（（（（しょくりょうしょくりょうしょくりょうしょくりょう））））教育教育教育教育    食農・食漁教育とは、人が生きていくために不可欠な「食」と、それを支える「農業」や「漁業」について、知識だけではなく、体験等を通じて五感でとらえて一体的に進める教育活動を示しています。     7777））））地産地消地産地消地産地消地産地消    地域で生産された農林水産物とそれを主たる原料とした加工品をその地域で消費することを言います。     8888）＜「）＜「）＜「）＜「ここここ」」」」食食食食＞＞＞＞     孤食・個食・固食・小食・粉食という５つの食習慣を総称します。ただし、発言者によっては、これ以外の食習慣を含める場合もあります。    孤食：1人だけで食事をする    個食：家族が揃っているのにそれぞれが自分の好きな料理を食べる    固食：同じものばかり食べる    小食：食事の量が少ないこと    粉食：粉が原料となっているものが主食になること  ※ニワトリ症候群（又は コケコッコ症候群）   孤食・欠食・個食・固食（又は粉食）の食習慣を総称します。これらの頭文字をつなぎ合わせるとコケコッコ（孤欠個固）となることから、ニワトリ症候群もしくはコケコッコ症候群と呼ばれます。     9999））））保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針     保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。全国共通の枠組みとして、国が、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育水準を保つことにしています。     10101010））））ＢＭＩＢＭＩＢＭＩＢＭＩ    ＢＭＩ（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ：肥満指数の略）は、肥満とやせの判定に用いられており、 次の計算式で計算できます。  ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）  ＜肥満度の判定基準＞ やせ（低体重） 18. 5 未満 標 準     18. 5 以上 25 未満 肥 満     25 以上  ～ＢＭＩの計算例～ 身長 165ｃｍ  体重 60ｋｇの場合     ＢＭＩ＝60 ÷ 1. 65 ÷ 1. 65 ＝ 22. 0 
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11111111））））食食食食のののの外部化外部化外部化外部化    家の中で行われていた調理や食事を家の外に依存する状況が見られ、食品産業においても、食料消費形態の変化に対応した調理食品や惣菜、弁当といった「中食」の提供や市場の開拓が進んでいます。このような動向を総称して「食の外部化」と言います。  ～食育推進基本計画 参考資料集～ 12121212））））バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス    生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」です。          ～食育推進基本計画 参考資料集～  13131313））））健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり応援店応援店応援店応援店    飲食店等で提供している料理の栄養成分や栄養情報等を表示する店のことです。  14141414））））出前講座出前講座出前講座出前講座    島根県の豊かな自然やそれらに支えられている農林水産業の魅力などについて、県職員が 自ら出向いて説明などを行う講座です。     15151515））））日本型食生活日本型食生活日本型食生活日本型食生活    日本の気候風土に適した米（ごはん）を中心に、農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バランスの優れた我が国独自の食生活のことを言います。 ～食育推進基本計画 参考資料集～     16161616））））食生活指針食生活指針食生活指針食生活指針        一人一人の健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保などを図ることを目的として10の視点から望ましい食生活のあり方を示したものです。平成 12 年 3 月に、当時の文部省、厚生省、農林水産省が作成しました。  17171717）ＧＡＰ（）ＧＡＰ（）ＧＡＰ（）ＧＡＰ（Good Agricultural PracticeGood Agricultural PracticeGood Agricultural PracticeGood Agricultural Practice））））    ＧＡＰとは「農業生産工程管理」のことであり、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のことです。  18181818））））美味美味美味美味しまねしまねしまねしまね認証制度認証制度認証制度認証制度     島根県内で生産される農林水産物で、「高い安全性（安全で）」と「優れた品質（美味しい）」を兼ね備えた産品を生産する生産者・生産方法を、第三者機関の判断をもとに知事が認証するもので、島根県が平成 21 年度からスタートさせた制度です。 
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19191919））））しまねしまねしまねしまね田舎田舎田舎田舎ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム      農山漁村で、地元の人々との交流を通して、農林漁業体験やその地域の自然や文化、くら しに触れることです。    ■ しまね田舎ツーリズム推進協議会（平成 23 年 11 月）      実践者ネットワーク加入者（田舎ツーリズムの実践者・予定者） 158グループ  20202020））））有機農業有機農業有機農業有機農業    化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないことと遺伝子組み換え技術を利用しない ことを基本に、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する農業をいいます。  21212121））））環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業    自然生態系の物質循環機能などを活かし、生産性の向上を図りながら、環境への負荷軽減 に配慮した持続的な農業をいいます。  22222222））））エコファーマーエコファーマーエコファーマーエコファーマー    持続農業法に基づき、環境と調和のとれた農業を実践する、島根県知事が認定した「認定 農業者」の愛称です。  23232323））））島根県島根県島根県島根県エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー農産物農産物農産物農産物    エコファーマーが化学合成農薬と化学肥料を 50％以上カットして栽培した、人と環境に やさしい農産物のことです。（県知事が推奨）  24242424））））環境環境環境環境をををを守守守守るるるる農業宣言農業宣言農業宣言農業宣言    農業者が環境負荷軽減に寄与する農法に取り組むことを宣言し、その実践に努めるととも に、消費者等においてもそれを支持する宣言を行い、環境にやさしい農業の推進と県土の保 全について共通認識に立つことにより、県民挙げて「環境農業」の推進を図ることを目指し た取組です。 ■宣言の状況 （平成 23 年 10月末日現在）※最新データへの差し替えあり ☆消費者の方・・・2, 680件 ☆農業者の方・・・  535件 ☆企業・学校等・・  116件  
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＜参考文献＞ ○食育推進基本計画 参考資料集 平成 18 年 6月 
 ○楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド～ 「食を通じた子どもの健全育成（－いわゆる「食育」の視点から－）のあり方に関する検討会」報告書 平成 16年 2 月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局  ○食育推進国民運動の重点事項   平成 19 年 6月 9日 食育推進有識者懇談会  
○島根県健康栄養調査結果報告書   平成 24 年 3月 島根県健康福祉部健康推進課 
 ○平成 22 年県民残存歯調査報告書   島根県歯科医師会 島根県健康福祉部健康推進課 
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＜ 参 考 資 料 ＞ 

 

     食育基本法 

 

     食を通じた子どもの健全育成の狙い及び目標 

 

発育・発達段階に応じて育てたい“食べる力”について 

 

     健康長寿しまね７か条 

 

     食事バランスガイド 

 

     島根県食育・食の安全推進会議設置要綱 

 

     島根県食育・食の安全推進協議会設置要綱 
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食育基本法    （平成十七年六月十七日法律第六十三号） 
 最終改正：平成二一年六月五日法律第四九号 
  二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。  子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。  一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香

りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。  こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。  国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。  ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。     第一章 総則   （目的）  第一条  この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと
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もに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。   （国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）  第二条  食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。   （食に関する感謝の念と理解）  第三条  食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。   （食育推進運動の展開）  第四条  食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。   （子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）  第五条  食育は、父母その他の保護者に あっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。  

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）  第六条  食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。   （伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献）  第七条  食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。   （食品の安全性の確保等における食育の役割）  第八条  食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。  （国の責務）  第九条  国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 
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 （地方公共団体の責務）  第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。   （教育関係者等及び農林漁業者等の責務）  第十一条  教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  ２     農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  （食品関連事業者等の責務）  第十二条  食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業 活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

（国民の責務）  第十三条  国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。   （法制上の措置等）  第十四条  政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。   （年次報告） 第十五条  政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。      第二章 食育推進基本計画等   （食育推進基本計画）  第十六条  食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。  ２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一一一一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針  二二二二 食育の推進の目標に関する事項  三三三三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  ３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  
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４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。   （都道府県食育推進計画）  第十七条  都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。  ２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。   （市町村食育推進計画）  第十八条  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。  ２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。      第三章 基本的施策   （家庭における食育の推進）  第十九条  国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対

する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。   （学校、保育所等における食育の推進）  第二十条  国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。   （地域における食生活の改善のための取組の推進）  第二十一条  国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に 関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。   
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（食育推進運動の展開）  第二十二条  国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。  ２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。   （生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）  第二十三条  国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。   （食文化の継承のための活動への支援等）  第二十四条  国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域

の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。   （食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）  第二十五条  国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。  ２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。      第四章 食育推進会議等   （食育推進会議の設置及び所掌事務）  第二十六条  内閣府に、食育推進会議を置く。  ２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  一一一一 食育推進基本計画を作成し、及びそ の実施を推進すること。  二二二二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。    
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（組織）  第二十七条  食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。   （会長）  第二十八条  会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  ２ 会長は、会務を総理する。  ３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。   （委員）  第二十九条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。  一一一一 内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第九条第一項 に規定する特命担当大臣であって、同項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第十八号 に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二十七号の三 に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）  二二二二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  三三三三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  ２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。   （委員の任期）  第三十条  前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  ２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。       

（政令への委任）  第三十一条  この章に定めるもののほか、 食育推進会議の組織及び運営に関し必要な 事項は、政令で定める。   （都道府県食育推進会議）  第三十二条  都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。  ２     都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。   （市町村食育推進会議）  第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。  ２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。      附 則 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。      附 則  （平成二一年六月五日法律第四九号） 抄  （施行期日） 第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。      
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食を通じた子どもの健全育成のねらい及び目標 出典：楽しく食べる子どもにー食からはじまる健やかガイドー  食を通じた子どもの健全育成（―いわゆる「食育」の視点からー）のあり方 に関する検討会報告書 〔 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 〕  ＜食を通じた子どもの健全育成のねらい＞  現在をいきいきと生き、かつ生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基本と しての食を営む力を育てるとともに、それを支援する環境づくりをすすめること   ＜食を通じた子どもの健全育成の目標＞  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に食べたい 人がいる 
 食事のリズムがもてる 食生活や健康に主体的に関わる 食事づくりや準備に関わる 食事を味わって食べる 

楽しく食べる子ども
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発育・発達段階に応じて育てたい“食べる力”について 出典：楽しく食べる子どもにー食からはじまる健やかガイドー  食を通じた子どもの健全育成（―いわゆる「食育」の視点からー）のあり方 に関する検討会報告書 〔 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 〕 
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健康長寿しまね７か条 

    

    見見見見つめつめつめつめ直直直直そうそうそうそう、、、、意識意識意識意識しようしようしようしよう！！！！栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活    

    ●●●●朝食朝食朝食朝食はははは抜抜抜抜かずかずかずかず、、、、１１１１日日日日３３３３食楽食楽食楽食楽しくしくしくしく食事食事食事食事をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。。。。    

    ●●●●今今今今のののの食事食事食事食事にににに野菜料理野菜料理野菜料理野菜料理（（（（葉物葉物葉物葉物のののの浸浸浸浸しししし、、、、和和和和ええええ物等物等物等物等））））    

をををを１１１１皿加皿加皿加皿加ええええ、、、、１１１１日日日日１１１１回果物回果物回果物回果物といもといもといもといも類類類類をををを食食食食べましょうべましょうべましょうべましょう。。。。    

    ●●●●良質良質良質良質なカルシウムなカルシウムなカルシウムなカルシウム源源源源であるであるであるである牛乳牛乳牛乳牛乳をををを１１１１日日日日コップコップコップコップ１１１１杯飲杯飲杯飲杯飲みみみみ、、、、豆類豆類豆類豆類、、、、緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜緑黄色野菜

もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり食食食食べましょうべましょうべましょうべましょう。。。。    

    ●●●●塩塩塩塩、、、、しょうゆなどのしょうゆなどのしょうゆなどのしょうゆなどの調味料調味料調味料調味料をををを控控控控ええええ、、、、素材素材素材素材のののの味味味味をををを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう。。。。    

    ●●●●動物性脂肪動物性脂肪動物性脂肪動物性脂肪をとりすぎずをとりすぎずをとりすぎずをとりすぎず、、、、肉肉肉肉・・・・卵卵卵卵・・・・魚魚魚魚・・・・大豆料理大豆料理大豆料理大豆料理をバランスよくをバランスよくをバランスよくをバランスよく食食食食べましべましべましべまし

ょうょうょうょう。。。。    

    

    

            実践実践実践実践しようしようしようしよう禁煙禁煙禁煙禁煙！！！！    控控控控えようアルコールえようアルコールえようアルコールえようアルコール！！！！    

    ●●●●禁煙禁煙禁煙禁煙をめざしましょうをめざしましょうをめざしましょうをめざしましょう。。。。    

    ●●●●未成年者未成年者未成年者未成年者のののの喫煙喫煙喫煙喫煙・・・・飲酒飲酒飲酒飲酒はははは家庭家庭家庭家庭でででで地域地域地域地域でででで防防防防ぎましょうぎましょうぎましょうぎましょう。。。。    

    ●●●●飲飲飲飲みみみみ過過過過ぎにぎにぎにぎに注意注意注意注意しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。多多多多くてくてくてくて２２２２合合合合までまでまでまで。。。。    

    

    

            生活生活生活生活にににに取取取取りりりり入入入入れようれようれようれよう！！！！    

                    続続続続けようけようけようけよう！！！！運動運動運動運動・・・・体力体力体力体力づくりづくりづくりづくり    

    ●●●●運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣をををを身身身身につけましょうにつけましょうにつけましょうにつけましょう！！！！    

    ●●●●できるだけできるだけできるだけできるだけ歩歩歩歩きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。    

    

    

            十分十分十分十分なななな睡眠睡眠睡眠睡眠とととと心心心心にやすらぎをにやすらぎをにやすらぎをにやすらぎを！！！！    

    ●●●●十分十分十分十分なななな睡眠睡眠睡眠睡眠によるによるによるによる休養休養休養休養をとりましょうをとりましょうをとりましょうをとりましょう。。。。    

    ●●●●自分自分自分自分にあったストレスにあったストレスにあったストレスにあったストレス解消法解消法解消法解消法（（（（運動運動運動運動、、、、趣味趣味趣味趣味などなどなどなど））））をみつけをみつけをみつけをみつけ実践実践実践実践しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

    ●●●●こころのこころのこころのこころの悩悩悩悩みをみをみをみを相談相談相談相談できるできるできるできる相手相手相手相手をみつけましょうをみつけましょうをみつけましょうをみつけましょう。。。。    

    

    

    

    

    

特に朝食、昼食に野菜料理を１品でも多く。 目標量１日３５０ｇ以上 

吸う人は、吸わない人より肺がん死亡率２～１５倍 
 週３回以上、３０分以上の運動をしましょう！ 

散歩や、軽いジョギング、サイクリングなど 

第第第第１１１１条条条条    

第第第第２２２２条条条条    

第第第第３３３３条条条条    

第第第第４４４４条条条条    



    

    

            めざそうめざそうめざそうめざそう８０２０８０２０８０２０８０２０

    ●●●●子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からからからから、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり

つけましょうつけましょうつけましょうつけましょう。。。。    

    ●●●●むしむしむしむし歯予防歯予防歯予防歯予防にににに、、、、フッフッフッフッ

    ●●●●歯周疾患予防歯周疾患予防歯周疾患予防歯周疾患予防のためのためのためのため

受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。    

    

    

            人人人人とのとのとのとの交流交流交流交流

    ●●●●家族家族家族家族やややや友人友人友人友人とととと会話会話会話会話をするなどをするなどをするなどをするなど

    ●●●●気気気気のののの合合合合うううう仲間仲間仲間仲間づくりをしましょうづくりをしましょうづくりをしましょうづくりをしましょう

    ●●●●地域地域地域地域のののの行事行事行事行事やややや集集集集まりにまりにまりにまりに

    

    

            生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを

    ●●●●地域地域地域地域やややや家庭家庭家庭家庭でででで自分自分自分自分のののの

    ●●●●自分自分自分自分にあったにあったにあったにあった趣味趣味趣味趣味やややや

●●●●ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動などなどなどなど

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第５５５５条条条条    

第第第第６６６６条条条条    

第第第第７７７７条条条条    

定期的定期的定期的定期的なななな健康健康健康健康チェックをチェックをチェックをチェックを

早期早期早期早期にににに受診受診受診受診しましょうしましょうしましょうしましょう
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８０２０８０２０８０２０８０２０！！！！    歯歯歯歯やややや口腔口腔口腔口腔をををを大切大切大切大切にににに    

しっかりしっかりしっかりしっかり噛噛噛噛むむむむ習慣習慣習慣習慣をををを身身身身にににに    

フッフッフッフッ化物化物化物化物をををを利用利用利用利用しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

のためのためのためのため、、、、専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる歯口清掃歯口清掃歯口清掃歯口清掃をををを    

交流交流交流交流でででで充実充実充実充実ライフライフライフライフ    

をするなどをするなどをするなどをするなど一緒一緒一緒一緒にににに過過過過ごすごすごすごす時間時間時間時間をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう

づくりをしましょうづくりをしましょうづくりをしましょうづくりをしましょう。。。。    

まりにまりにまりにまりに参加参加参加参加しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

きがいをきがいをきがいをきがいを持持持持ってってってって生涯現役生涯現役生涯現役生涯現役    

のののの役割役割役割役割をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう    

やややや楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう。。。。    

などなどなどなど、、、、積極的積極的積極的積極的にににに社会参加社会参加社会参加社会参加をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。。。。    

 

ハチマルニイマル８０残

チェックをチェックをチェックをチェックを受受受受けけけけ、、、、異常異常異常異常があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには

しましょうしましょうしましょうしましょう 

健康長寿しまねマスコットキャラクター「まめなくん

ちましょうちましょうちましょうちましょう。。。。    

    

  

ハチマルニイマル ８０歳まで２０本の歯を残しましょう 

にはにはにはには    

しまねマスコットキャラクター まめなくん」 
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。
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理
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、
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（
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V
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よ
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、
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目
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の
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 日

本
で

古
く

か
ら

親
し

ま
れ

て
い

る
「

コ
マ

」
を

イ
メ

ー
ジ

し
て

描
き

、
食

事
の

バ
ラ

ン
ス

が
悪

く
な

る
と

倒
れ

て
し

ま
う

と
い

う
こ

と
、

回
転

（
運

動
）

す
る

こ
と

に
よ
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て

初
め

て
安

定
す

る
と

い
う

こ
と

を
表

し
て

い
ま

す
。

水
・

お
茶

と
い

っ
た

水
分

を
軸

と
し

て
、

食
事

の
中

で
欠

か
せ

な
い

存
在

で
あ

る
こ

と
も

強
調

し
て

い
ま

す
。

出典：農林水産省ホームページ

　　　食事バランスガイド　解説付き資料
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島根県食育・食の安全推進会議設置要綱  （設置目的） 第１条 食育基本法及び食品安全基本法に基づき、食育及び食の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、島根県食育・食の安全推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。  （所掌事務） 第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 （１）食育推進計画の策定に関すること （２）食育推進計画に基づく施策の実施及び進行管理、評価に関すること （３）食品の安全・安心確保に関すること （４）食の安全安心確保に係る基本方針及びアクションプランに関すること （５）その他前条の目的達成のために必要な事項に関すること  （組織） 第３条 推進会議は、別表１に掲げる職にあるものをもって充て、議長は、健康福祉部次長とする。 ２ 推進会議に、連絡会議を設置する。 ３ 連絡会議には、ワーキンググループ及び幹事課を設置する。  （連絡会議） 第４条 連絡会議は、別表２に掲げる職にあるものをもって充て、議長は、健康福祉部医療統括監とする。 ２ 連絡会議は、次の事務を行う。 （１）推進会議に付議する事項の協議 （２）推進会議からの指示事項の処理 （３）その他推進会議の円滑な運営に必要な事務 ３ 連絡会議の会議は、議長が招集し、議長が会務を総理する。 ４ 議長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。  （ワーキンググループ及び幹事課） 第５条 ワーキンググループは、連絡会議を構成する関係各課の担当者をもって構成する。 ２ ワーキンググループは次の事項について協議する。  （１）食育推進計画策定に関すること  （２）食の安全確保に係るアクションプラン等に関すること ３ ワーキンググループの会議は、事務局が必要に応じて招集する。 ４ 幹事課は、別表３に掲げる課をもって充て、部局内の連絡調整、ワーキンググループの議案事項の調整、幹事課会の運営を行う。 
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（各種計画策定委員会） 第６条 食育及び食の安全推進計画の策定にあたっては、外部団体等から構成される 計画策定委員会を設置し、広く県民から意見を聴くことができる。  （事務局） 第７条 連絡会議、ワーキンググループ会議及び幹事課会の事務局は、食育に関する事務ついては健康福祉部健康推進課に、食の安全に関する事務ついては健康福祉部薬事衛生課に置く。  （その他） 第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。   附 則 この要綱は、平成１８年９月１３日から施行する。 この要綱は、平成１９年５月 ９日から施行する。  この要綱は、平成２４年２月 ８日から施行する。  
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別表１（第３条） 推進会議構成員 健康福祉部   次長 地域振興部   次長 環境生活部   次長 農林水産部   次長 商工労働部   次長 教育庁     教育次長  別表２（第４条） 連絡会議構成員 健康福祉部   医療統括監 地域振興部   地域政策課しまね暮らし推進室長 環境生活部   環境生活総務課消費とくらしの安全室長 健康福祉部   健康福祉総務課長    〃      健康推進課長 〃      青少年家庭課長 〃      薬事衛生課長 農林水産部   農林水産総務課管理監（政策推進スタッフ）  〃      農畜産振興課長 〃      食料安全推進課長 〃      林業課長   〃      水産課長 農林水産部 / 商工労働部   しまねブランド推進課長 教 育 庁    保健体育課健康づくり推進室長 〃      社会教育課長  別表３（第５条） 幹事課の構成 部局名 担当課 健康福祉部 健康推進課（食育の事務局） 、 薬事衛生課（食の安全の事務局） 農林水産部 農林水産総務課政策推進スタッフ 教 育 庁 保健体育課健康づくり推進室 
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島根県食育・食の安全推進協議会設置要綱  （目的） 第１条 食育の推進及び食の安全確保のためには、行政のみならず、保育所、幼稚園、学校、地域等関係者の主体的な参加と協力を得、県民運動として積極的に食育の推進及び食の安全確保について取り組むことが必要である。 そこで、関係者が、食育の推進及び食の安全確保に関する情報の共有化と相互の連携に努め、県民の意識の高揚を図り、自主的な食育活動を進めるための運動を展開するため、島根県食育・食の安全推進協議会（以下「協議会」 という。）を設置する。  （組織及び委員） 第２条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体（以下「構成団体」という。）をもって構成し、委員は各構成団体の推薦をもって充てる。    なお、新たに構成団体（委員）を加える場合は、協議会の了解を得ることとする。  （役員体制） 第３条  協議会に、会長１名、副会長２名を置く。 ２ 会長及び副会長は、協議会において委員の互選により選任する。 ３ 会長は、会務を総括する。 ４ 副会長は、会長を補佐する。 ５ 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、役員が欠けた場合には、その委員が所属する構成団体から推薦を受けたものが、前任者の残任期間を受け継ぐものとする。  （会議） 第４条 協議会の会議は、会長が招集する。 ２ 会議の座長は会長をもって充て、会長が不在の時は副会長がその任にあたる。 ３ 会長は、必要があると認めたときは、構成団体以外のものの出席を求めることができる。  （会議の事項） 第５条 協議会の会議は、第１条に定める目的達成のため、次の事項を協議する。 （１）食育の推進及び食の安全確保に係る県民への啓発、県民運動の実施に関すること （２）食育の推進及び食の安全確保に係る情報提供及び構成団体相互の連携に関する こと （３）島根県食育推進計画に基づく行動計画及び事業実践活動に関すること （４）その他目的を達成するために必要な事項    
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（幹事会） 第６条 協議会には幹事会を設置する。 ２ 幹事会は、協議会構成団体の中から会長が別に委任したものをもって構成する。 ３ 幹事の任期は２年とする。ただし、幹事が欠けた場合は、その幹事が所属する構成団体から推薦を受けたものが、前任の残任期間を受け継ぐものとする。 ４ 幹事会は、次の事務を行う。 （１） 協議会に付議する事項の協議 （２） 協議会からの指示事項の処理 （３） その他協議会の円滑な運営に必要な事務 ５ 幹事会の会議は、会長が招集し、会長が会務を総理する。  （事務局） 第７条 協議会の事務局は、島根県健康福祉部に置く。 ２ 事務局は、幹事会の運営等に関する庶務を行う。  （その他） 第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。  附 則 この要綱は、平成１９年５月２５日から施行する。  この要綱は、平成１９年６月１１日から施行する。   
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（別表）島根県食育・食の安全推進協議会 構成団体  団  体  等  名 １ 島根大学（学識経験者） ２ 島根県立大学短期大学部松江キャンパス ３ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス ４ 島根県医師会 ５ 島根県歯科医師会 ６ 島根県農業協同組合中央会 ７ 島根県農協青年組織協議会 ８ JAしまね女性組織協議会 ９ 漁業協同組合 JFしまね １０ 島根県漁協女性部連合会 １１ 島根県青果物卸売市場協議会 １２ 島根県小学校長会 １３ 島根県中学校長会 １４ 島根県公立高等学校長協会 １５ 島根県特別支援学校長会 １６ 島根県国公立幼稚園長会 １７ 島根県保育協議会 １８ 島根県学校栄養士会 １９ 島根県学校給食会 ２０ 島根県 PTA連合会 ２１ 島根県幼稚園 PTA連合会 ２２ 島根県高等学校 PTA連合会 ２３ 島根県特別支援学校 PTA連合会 ２４ 島根県調理師会 ２５ 島根県食品衛生協会 ２６ 島根県スーパーマーケット協会 ２７ 島根県森林組合連合会 ２８ 近畿中国森林管理局島根森林管理署 ２９ 島根県生活協同組合連合会 
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３０ 連合島根 ３１ 島根県食生活改善推進協議会 ３２ 島根県連合婦人会 ３３ 島根県栄養士会 ３４ 島根県公民館連絡協議会 ３５ 子どもと食の楽会 ３６ NPO法人 しまね子どもセンター ３７ しまねリトルシェフ ３８ 山陰中央新報社 ３９ NHK 松江放送局 ４０ 中国四国農政局松江地域センター ４１ 野菜ソムリエコミュニティしまね ４２ 島根県エルピーガス協会 ４３ 島根県教育委員会 ４４ 島根県農林水産部 ４５ 島根県健康福祉部 
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